
 

  
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「人権」という言葉について～ 

 

私たちは、「人権」とは、「全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権

利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、誰にとっ

ても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られるものだと考えています。また、こ

どもたちに対しては、「命を大切にすること」、「みんなと仲良くすること」と話しています。 

 

「人権」は、誰でも心で理解し、感じることのできるものです。しかし、現実の世界では、いじ

めや虐待等によってこどもの命が奪われることや、インターネット上に個人の名誉やプライバ

シーを侵害したり、差別を助長したりするような投稿がされることがあります。また、障害のあ

る人や外国人、性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見、部落差別（同和問題）やハ

ンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。 

 

多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を

送ることのできる共生社会の実現に向けて、様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のこと

ではなく、自分のこととして考え、人権を尊重した行動をとることが大切です。 
 

（法務省人権擁護局「人権の擁護」参照）                                      

 

 

2024年 3月 1日発行 

蜷田地域交流センターだより 

住所:〒802-0822 小倉南区横代東町ニ丁目１番１号 

電話:961-0964  開館日：月～金 9：00～22：00 土 9：00～17：00 

休館日：日、祝日、年末年始 

 

日時：3 月 21 日(木) 13：30～16：30  

定員：６名（各 30 分） 

申込：１週間前の 3/14（木）朝９時よりセンターにて電話受付 

（先着順） 

内容：人権に関することの他、あらゆる法律相談に弁護士がお答えします。 

人権法律相談～弁護士による無料の法律相談 


